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第４回検証検討会及び食糧部会における主な意見と対応方針

主な意見 今後の対応方針

（地域協議会の運営）
○ 生産目標数量の配分については、創意工 ・ 16年度から取り組んでいる米政策改革においては、需要に応じた米づくりを促進す
夫を活かした配分が進展していることは事 るため、生産目標数量の配分に当たっては、従来の一律的な手法を改め、地域の担い
実だが、一方で66％の市町村協議会は一律 手への重点化や需要先との結びつき、有機・特別栽培への配慮等の米政策改革要素の
配分を行っていることをどう考えるのか。 反映を推進してきたところ。その結果、各地域段階で米政策改革要素を客観性・透明

性の高い手法により生産目標数量の配分に反映させる取組が進展しているものの、一
方で一律的な配分を続けている地域も多く存在。

・ これらについては、市町村段階において、例えば、農業者ごとの販売実績について
網羅的・客観的に把握し切れないという技術的な点や当面の需給調整の間はビジョン
の実現に向けた産地づくり交付金の活用に重点を置いたという地域協議会の運営方針
が影響していると考えられる。一方、各地域においては、16年～18年の間、地域協議
会での議論を踏まえ、客観的基準に基づき地域の信頼が得られる手法により配分数量
を算定し、農業者に配分するという取組を積み重ねており、今後、上記のような取組
が進展する素地は形成されていると考えられるところ。

・ いずれにしても、これらの取組については、この数字にとどまるから移行できない
という性格のものではなく、次の段階における生産現場での取組により更に進展させ
ていくべきもの。

・ 新たな需給調整システムの下においても、地域協議会において、生産調整方針作成
者（ＪＡ、集荷業者、担い手農業者等。以下同じ ）から傘下の農業者への配分の一。
般的なルールの設定を行うことから、農政事務所等が地域協議会にオブザーバーとし
て参画し、需要に応じた米づくりの促進に資するように、地域の実情に応じた創意工
夫を活かした生産目標数量の配分等の取組の推進について引き続き指導する考え。

○ 生産調整のみならず、担い手づくり等に ・ 新たな需給調整システムへの円滑な移行に向けた地域の取組を進めるため、これま
ついても、市町村合併が進む中でＪＡとの で、新たな需給調整システムの詳細や地域において必要な体制整備について、幅広に
連携を模索しているが、ＪＡの人的体制や 情報提供を進めてきたところ。
経費面も含め相当な負担がかかっていると
ころ。このため、ＪＡを一括りにとらえる ・ 具体的には、５月30日の検証検討会において、 新たな需給調整システムにおける生



- 2 -

主な意見 今後の対応方針

と、その取組に格差が生じることもある。 産調整実施者の確認主体及び方法、地域協議会へ全生産調整方針作成者が参画する体
制の考え方、市町村が保有する農業者の農地情報等の個人情報の提供の考え方等、新

○ 配分事務についても、行政のみ、行政と システムに関して寄せられた質問に対する回答をＱ＆Ａにより示し、公表するととも
ＪＡが連名で配分しているものが62％もあ に、それらについて都道府県から意見集約を行い、６月12日に開催した都道府県等の
るのが実態であり、ＪＡが単独で配分して 担当者会議において、Ｑ＆Ａに対する質問に対し更に詳細に解説することにより、生
いる地域は限られていることから、今後も 産現場の早期の準備に資するよう情報提供を行ってきたところ。
行政の役割は重要。

・ 例えば、農業者への配分に関する事務について、①各生産調整方針作成者から傘下
○ 今後、生産調整や稲作の構造改革に取り の農業者への生産目標数量の配分の一般的なルール案の作成を地域協議会の事務局が
組む中で、需要者との結びつきについて考 行い、②配分の一般的なルールの設定を地域協議会が行い、③配分の一般的なルール

、えていく必要。需要者がどういう意向を持 を踏まえた生産調整方針作成者ごとの配分ルールの決定を生産調整方針作成者が行う
っているかについて、関係者の話し合いの というような流れを詳細に説明。
中で反映できるようになれば大分様相が変
わってくると思われるので、これらの情報 ・ このように、新たな需給調整システムにおいては、ＪＡ等の生産調整方針作成者の
の透明性や関係者で議論できるシステムに 主体的な需給調整の取組に対し、市町村は地域協議会の必須の構成員として積極的に
ついて国としてバックアップして整備する 支援することについて具体的に説明をしているところ。
必要。

・ 今後も、都道府県段階、市町村段階における具体的な体制整備のあり方等について
は、都道府県等への指導通知を発出し、新たな需給調整システムへの円滑な移行に向
けた指導を徹底していく予定。

○ 地域協議会における地方農政事務所の役 ・ 新たな需給調整システムの下での通知において、農政事務所等の役割について、下
割について、要領等に明記するということ 記のとおり明確に位置づける予定。
であるが、具体的にどのような内容となる ① 地域協議会に、当該区域の全ての生産調整方針作成者と市町村等の関係機関が実
のか。 効ある形で議論に参画し、地域協議会で実施する地域水田農業ビジョンの策定、点

検、見直しや地域の農業者への配分の一般的なルールの設定等に当たって、生産調
○ 地域協議会に参画したいという大規模農 整方針作成者の意見が反映され、これらに基づき、農業者・農業者団体が主体的に
業者の意向が９割と高いのに、実際に地域 行う需給調整が円滑に行われるよう、その体制を整備する。
協議会に参画している大規模農業者の生産 具体的には、地域の実情に応じ、生産調整方針作成者が実質的に議論に参画でき

、 、 「 」調整方針作成者は34％であることから、こ るよう 地域協議会の下に市町村 生産調整方針作成者等を構成員とする 幹事会
のギャップを埋める必要があるのではない の設置や、生産調整方針作成者が多数の場合は、市町村、全生産調整方針作成者に
か。 よる「生産調整方針作成者部会」の設置等により、生産調整方針作成者の意見を集

約、反映するための体制を工夫する。
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○ 地域協議会の運営については、需給調整 ② 農政事務所等においては、より透明性をもって議論が行われるよう、地域協議会
をしっかり行うことを中心にすると、大規 における議論が原則として公開されるよう指導するとともに 「幹事会」や「生産、
模農業者が育っていかないのではないかと 調整方針作成者部会」を含めた地域協議会等における生産目標数量の配分の一般ル
の懸念があるので、市場システムを前面に ールの設定等に関する議論の場にオブザーバーとして参画することにより、適切な
出せるような、伸びていく人を支援するよ 助言及び指導を行うこととする。
うなシステムとすべき。

○ 新システムでは地域協議会が重要な役割
を担うことから、大規模農業者や方針作成
者が地域をリードしていけるような協議会
とすべき。

（18年産の取組状況）
○ 18年産の生産目標数量については、生産 ・ 18年産の作付状況については、地方公共団体及び生産者団体等からの品種別の作付
調整の取組が十分でないことに伴う過剰生 誘導等の状況や種子協会からの生産者の種子の使用見込みの状況、生産者（ただし、
産分を該当都道府県から控除したが、これ 客体約12,000戸の抽出調査）からの作付け見込み等の状況、過去の作付け動向等の情
がどのように取り組まれたかを見た上で19 報について、農政事務所等において、分析、推計した調査結果によれば、配分基準単
年に移行していくという慎重さが必要では 収の設定手法の見直しや生産調整の実効確保のための取組の効果が現れているとの報
ないか。 告を受けているが、当該報告は全数調査（悉皆調査）ではなく抽出調査や聴き取りに

基づくものであり、十分な精度が伴っていないことから、正確な数値については、統
○ 18年産の作付状況について、分かる範囲 計部が９月末に公表する水稲の作付面積のデータを待つ必要がある。
でデータを示して欲しい。

（担い手育成・確保運動との連携等）
○ 今回の担い手政策が、一方では生産調整 ・ 需給環境の更なる改善を図るためには、地域における水田農業の構造改革を進める
の非参加者を生むのではないかと懸念。担 中で、生産調整の参加者を更に拡大する取組を推進することが必要。このため、19年
い手育成・確保運動と連携して生産調整の 度からの品目横断的経営安定対策の導入に合わせ、担い手育成・確保運動と需給調整
実効性の確保を図る必要。 の推進を一体的に進めているところ。

○ 地域協議会の機能強化を図ることは重要 ・ 具体的には、
だが、生産調整非参加の大規模農業者をど ① 19年度から導入される品目横断的経営安定対策において、対策の対象としている
のように参画させるかが最も大事な問題で 認定農業者等については、生産調整の実施が実質的な要件となっていることを周知
あり、この点についての協議会、行政の役 徹底し、認定農業者等に対して、生産調整方針への参加又は作成を行うように働き
割についてどう考えるのか。 かける
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○ 現在の水田農業構造では、１ha以下のシ ② 地域水田農業ビジョンにリストアップされている担い手を認定農業者等へ誘導す
、 、ェアが圧倒的に多いが、今後、規模の集約 るとともに これら担い手に着目した形での産地づくり交付金の創意工夫等により

を急速に行っていく必要。また、生産者だ メリハリをつけた交付金の活用を指導する
けでなく、集荷、流通、卸部門の流通の集 ③ 地域の全ての生産調整方針作成者を、実効ある形で地域協議会での生産目標数量
約化についても検討する必要。 の配分等に係る議論に参画させるよう指導する

など、行政と、生産調整方針作成者である農業者団体や生産調整方針作成者を構成員
とする団体（例えば、都道府県段階の法人協会）が連携して、地域の水田農業の構造
改革と生産調整方針作成者 又は参加者 の拡大のための推進活動を引き続き実施 別（ ） （
添資料１参照 。）

○ 米の担い手の集約が約20％しか進んでい ・ 水田における担い手 への農地の利用集積面積については、16年度においては全国
※

ないと認識しているが 米の担い手の育成 の水田面積258万haの38％にあたる98万ha（認定農業者では25％にあたる63万ha）とな、 、
（※ここでいう担い手とは、①認定農業者、②市町村基本構想の水準到達者、③市町村が集積というのはまさにこれからの取組では っている。

育成すべきとした農業者である ）ないか。 。

○ 水田農業のうち、認定農業者などの担い ・ 昨年３月に公表した「農業構造の展望」においては、平成27年に集落営農を含む効
手はどの程度の面積をカバーしているの 率的かつ安定的な農業経営により経営される農地が７～８割程度になると見込んでい
か。 るところであり、この実現に向けて、品目横断的経営安定対策をはじめ各種施策の担

い手への更なる集中化・重点化に取り組む予定。

○ 地域水田農業ビジョンは、産地づくり交 ・ 地域水田農業ビジョンは、５年後、10年後の地域水田農業を担う担い手の明確化や
付金の要件となっているから策定されてい それら担い手を中心とした需要に応じた作物戦略などを内容とするものであり、地域
る傾向があり、このような上からの押しつ の関係者の合意を得ながら策定、見直しを行っていくことが基本。このため、地域協
け的な形ではなく、集落段階から積み上げ 議会における議論はもとより、アンケートや集落座談会等により集落や農業者の意向
て策定することが重要。 を汲み取り、これが反映されるよう指導を行ってきたところ。

・ 他方、地域水田農業ビジョンの点検・見直しに当たって、実際に集落や農業者の意
向を確認した地域協議会は16年度から17年度にかけて必要に応じ地域水田農業ビジョ
ンの見直しを行った地域協議会の54％にとどまっているところ。

・ 19年度以降の産地づくり交付金についても、地域水田農業ビジョンの目標の実現に
向けた支援を行うこととしており、交付金の効果を最大限に発揮する観点からも集落
や農業者の意向を十分に汲み取りつつ、より高度化された地域水田農業ビジョンが策
定されるよう指導していく考え。
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（情報提供の充実）
○ 農業者への情報提供については、ＪＡも ・ 各ＪＡから農業者に対して、ほぼ全てのＪＡ（95％）で農業者への情報伝達が実施
努力しているが、単に情報を流せばいいと されている状況にあるが、その内容については、米政策関連や集荷状況等が中心であ
いうものではなく、受け手となる担い手が り、農業者が求める販売価格や販売数量、販売先情報等の需要に応じた生産に資する
どのように育っているのか、その情報を受 情報の提供はまだ少ない状況。今後、ＪＡ等から農業者への情報提供をさらに充実・
け止めて、どのように生産に取り組むかが 強化していく必要。
重要。

・ 例えば、販売情報を持つＪＡや大規模農業者等の生産調整方針作成者が地域協議会
○ 農業者に対する情報提供については、そ に参画し、地域水田農業ビジョンの点検・見直しや地域の配分ルールの設定の議論に
のほとんどが生産、集荷、入札関係で、本 際し、可能な範囲で、それぞれの販売実績等についての客観的な情報について提示す
来必要な経済取引を行う流通に関する情報 るとともに、当該情報を含む議論の概要について農業者に提供することにより、これ
が極めて薄いので、この部分の情報提供の らの情報が客観的なデータとしてそれぞれの生産調整方針作成者の傘下の農業者への
重要性を認識しておく必要。 情報提供につながるものと考えている。新たな需給調整システムにおける地域協議会

でのこのような議論や情報提供が促進されるよう、農政事務所等が地域協議会に積極
○ 農業者への情報提供の内容については改 的に参画し、その運営等について適切に助言・指導を行う考え。
善の余地があるとのことであるが、どのよ
うな対策を講じていくのか。 ・ また、流通に関する情報については 「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指、

針 （基本指針）にも掲載するとともに、その概要については米穀機構のホームペー」
ジを通じて情報提供することに加え、米穀機構と生産調整方針作成者をつなぐ集荷円
滑化対策電子申請システムを活用した情報提供や、法人協会、全国稲作経営者会議な
どの農業者団体等のルートを活用した大規模農業者への情報提供の実施等により、こ
れらの情報が生産現場に直接伝わるよう積極的に取り組んでいく考え。

○ 消費者の目から見ると、現在の生産調整 ・ 米穀機構において、米の生産・流通・価格に関する情報や消費動向、需給動向等に
がどのような状況なのかわかりにくいこと 関するデータベース、基本指針の要約版等、生産調整方針作成者等に対する需要に応
から、生産の状況が広く国民に行き渡るシ じた米づくりの視点に立った需給情報や、消費者、販売事業者に対する生産から消費
ステム作りが必要。 に至る様々な情報をインターネットにより提供しているところ（米ネット：http://ww

w.komenet.jp 。）

・ 今後、これらについて、情報提供の重要性を踏まえ、その内容の充実を図るととも
に、ホームページの更なる活用を図っていく考え。



- 6 -

主な意見 今後の対応方針

（政府備蓄米の役割）
○ これまで全国需給が均衡したのは、過剰 ・ 政府備蓄米については、主食である米の供給が不足する事態に備え、６月末の在庫
生産分について国が市場から買い入れた結 水準として100万㌧程度を保有することを基本に、民間流通米の在庫も含めた全体需
果であることから、22年のあるべき姿への 給を見通す中で、国民に対する安定供給に支障を来さない在庫水準をもって運営して
過渡期の運用として、この間についてもこ いるところ。
ういう市場の安定性を確保するための措置
が必要ではないか。 ・ この運営については、回転備蓄方式により行っているところであり、この回転備蓄

方式による買入れ、売渡しについては、毎年、当年産米の作柄状況を踏まえ、基本指
○ 政府米の運営については、回転備蓄を基 針においてその数量を決定しているところ。
本としているとのことだが、現在のルール
は、100万㌧買って100万㌧売るという仕組 ・ 16年産及び17年産については、政府備蓄米について在庫積み増し局面であったこと
みからスタートし、結局10～20万㌧しか売 から、適切な備蓄運営を図る観点からそれぞれ40万㌧の買入れ及び10万㌧の売渡しに
れなかったので売れた分だけ買うこととな ついて決定したところ。
り、15年産の不作があって政府米の在庫が
はけたので16年産、17年産は40万㌧ずつ買 ・ このように、政府備蓄米については、回転備蓄方式を基本として、民間流通米の在
えたという歴史的経緯があることから、こ 庫も含めた全体需給を見通す中で、基本指針においてその売買数量を含む具体的な運
れを踏まえ 政府米の役割を見直した上で 営方針を決定していく考え。、 、
どのような役割があるかを整理する必要。

（生産現場への周知）
○ 生産現場では、米政策改革大綱基本要綱 ・ 新たな需給調整システムにおいても、食糧法の規定に基づき、引き続き、国をはじ
が変更されるという認識が拡がっている。 めとする行政が各段階で役割を担うことにより、農業者・農業者団体の主体的な取組
基本要綱に規定されている国、県、市町村 を支援。
の役割は今後も変わらないことについて周
知する必要。 ・ 具体的には、これまで、都道府県等の担当者会議において、

① 従来の生産目標数量に代わり、農業者・農業者団体の主体的な需給調整の基礎と
○ 新システムでは、地域協議会に農家が参 なる需要量に関する情報の提供については、国、都道府県、市町村がそれぞれの段
画し、そこで議論が十分にできて理解し合 階でその役割として設定し、国→都道府県→市町村→地域協議会というルートで提
うということがこの制度の一番の可能性で 供
あるが、この点について、生産現場への周 ② 生産調整方針作成者が傘下の農業者へ配分するに当たって、地域協議会が当該地
知が不十分であることから、十分指導して 域の農業者への配分の一般的なルールを設定
もらいたい。 ③ 生産調整方針作成者が傘下の農業者へ配分するために必要な農業者の情報等のリ

ストの作成については、個人情報保護条例に基づく所定の手続きを経た上で、市町
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村が生産調整方針作成者に市町村が保有する農業者情報等を提供し、リスト作成を
支援（別添資料２参照）
等、それぞれの役割を具体的に示し、生産現場での検討を促してきたところ。

・ 今後、新たな需給調整システムの実施に向けて、
① 全ての生産調整方針作成者が実質的に議論に参画するための具体的な体制の検討
（幹事会への参加、生産調整方針作成者部会の設置等）

② 生産調整方針作成者が配分するために必要な参加農業者リストの作成支援（市町
村が保有する農業者ごとの情報等の具体的提供手続の実施等）

③ 生産調整非参加者への対処方針の明確化（地域水田農業ビジョンや産地づくり対
策等の支援策の内容、配分の一般ルール等を説明しつつ、具体的な説得の方針を設
定）

等、生産現場における検討事項の詳細について指導通知を発出し、生産現場の取組を
促進する考え。

（参考）米政策改革基本要綱（平成15年７月４日）に規定する国、地方公共団体の役割
○ 国の役割

国においては、農業構造の展望と米づくりの本来あるべき姿の実現に向け、農業者・農業者団体の主体的
取組を支援することとする。具体的には、
ア 基本指針により全国レベルでの客観的な需給見通しの策定・公表
イ 生産出荷団体等が作成する生産調整方針の認定並びにその作成及び適切な運用に関する助言及び指導等
農業者・農業者団体の自主的取組の支援

ウ 地域の特性に応じた水田の利活用や構造改革が促進され、地域水田農業ビジョンの実現が図られるよう
構造政策・経営政策及び生産政策を総合的かつ有機的に連携を図りつつ実施

エ 地域における創意工夫を活かした取組事例等の各種情報提供
等がある。

○ 地方公共団体の役割
地方公共団体は、地域の農業者・農業者団体にとって最も身近な行政機関として、関係者と連携しつつ、

地域における米づくりの本来あるべき姿の実現に向け、農業者・農業者団体の主体的取組を支援することが
必要である。このため、地方公共団体の役割としては、
ア 国の需給見通し作成に対する情報提供
イ 地域水田農業ビジョンを生産出荷団体等と一体となり作成
ウ 生産調整方針が地域農業振興に資するものとなるようその作成及び運用に際し、その着実な推進、地域
水田農業ビジョンとの整合性の確保、関係団体・機関等との調整などに関する助言及び指導
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エ 地域水田農業ビジョンの実現に向けた農業者への支援
オ 農業者団体、流通業者団体、実需者等の各種団体組織との間の連携に関する必要な調整
等がある。

（国の支援）
○ 新たな需給調整システムにおいては、地 ・ 都道府県協議会や地域協議会が行う水田農業構造改革の推進のために必要な経費に
域協議会の役割発揮が重要になってくるこ ついて、新たな需給調整システムへの移行初年度においても、地域協議会が需要に応
とから、これに取り組む推進事務費的な支 じた米の生産と水田農業構造改革の推進を円滑に進められるよう、19年度予算におい
援が必要。 て要求することを検討中。

（生産調整の実効性の確保）
、 、○ 集荷円滑化対策の未加入者に占める階層 ・ 米の需給調整については 需要と潜在的な供給力に大幅なギャップが存在する中で

規模別の比率が、３ha以上の経営規模層で 米の需給と価格の安定に寄与していることから、更に需給環境を改善するため需給調
見ると東北は43％、北陸は56％が未加入と 整が果たしている効果を周知するとともに、地域における水田農業の構造改革を進め
なっており、このような大規模層による生 る中で、生産調整への参加者を更に拡大する取組を推進することが必要。
産調整非参加者をどう考えるのか。

・ このため、
① 19年度から導入される品目横断的経営安定対策において、対策の対象としている
認定農業者等については、生産調整の実施が実質的な要件となっていることを周知
徹底し、認定農業者等に対して、生産調整方針への参加又は作成を行うように働き
かける

② 地域水田農業ビジョンにリストアップされている担い手を認定農業者等へ誘導す
、 、るとともに これら担い手に着目した形での産地づくり交付金の創意工夫等により

メリハリをつけた交付金の活用を指導する
③ 地域の全ての生産調整方針作成者を、実効ある形で地域協議会での生産目標数量
の配分等に係る議論に参画させるよう指導する

など、行政と生産調整方針作者である農業者団体や生産調整方針作成者を構成員とす
る団体（例えば各都道府県段階の法人協会）が連携して、地域の水田農業構造改革と

（ ） 。生産調整方針作成者 又は参加者 の拡大のための推進活動を引き続き実施する必要

・ また、集荷円滑化対策については、加入促進によりその実効性を確保するため、
① 19年度以降も産地づくり対策等のメリット措置を受給するための要件として生産
調整の実施及び集荷円滑化対策への加入を位置づけること
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② 豊作による過剰米を区分保管した上で、主食用以外に処理した場合には、翌年の
生産目標数量が補正（増量）されること（集荷円滑化対策に参加しない場合は、豊
作による過剰米相当数量について翌年の生産目標数量から削減されること）

③ 18年度の生産者拠出金の扱いについては、17年産米（及び18年産米が豊作となっ
た場合の同年産）に係る生産者支援金を支払った残額がある場合は、これを生産者
に返還すること

④ 18年度以降の生産者拠出金を財源とする生産者支援金の単価を３千円/60㎏から
４千円/60㎏に引き上げること

⑤ 豊作による過剰米を区分保管する措置の枠内で、米穀機構の過剰米対策基金から
の無利子短期融資（３千円/60㎏）の対象を弾力化すること

により、集荷円滑化対策の加入促進及び円滑な運用を図ることとしているところ。



地域協議会の構成

全国 2,490協議会（16年度） 会長（事務局） 市町村 1,436（58％）
ＪＡ 673（27％）
農業委員会 255（10％）
その他 126（ 5％）

○生産調整参加への指導 → ① 品目横断的経営安定対策への加入促進
・ 個別の認定農業者（生産調整の実施が実質的な要件）
となることへの誘導
・ 集落営農の組織化（同上）への誘導

② 産地づくり対策（稲作構造改革促進交付金を含む）のメリハリの効いた活用
・ 地域協議会が、非参加者に働きかけ

③ 地域協議会への参画
・ 地域協議会が、非参加者の大規模農業者等に対して、生産調整方針への参加
又は作成を前提に、地域協議会の議論への参画を可能とする旨働きかけ

生産調整非参加者への指導

主たる構成員：
市町村、ＪＡ、農業委員会、農業者、農業共済
組合、土地改良区、消費者、実需者等

担い手の育成・確保の取
組に関する地域の実情に
応じ、市町村、ＪＡ

地方農政事務所も
適切に指導

○行政（市町村、農政事務所）主導の事例
生産調整方針非参加であった大規模農業者との意見交

換会の開催を通じ、品目横断的経営安定対策の要件を満
たすために生産調整方針に参加。

事 例
○ＪＡ主導の事例
生産調整方針作成者であるＪＡが、これまで非参加
であった農業者に対し、個別訪問による品目横断的経
営安定対策等の説明を通じ、生産調整方針への参加を
実現。

どのような方法で
説得するか

・米・麦21haの大規模農業者１名が18年度から方針に参加
・認定農業者になるため、経営改善計画を申請中

・米麦３ha、米11.5haの大規模農業者２名が18年度から方針に参加
・認定農業者になるため、経営改善計画を申請中

（別添資料１）
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市町村が保有する個人情報のＪＡ等への提供手法の検討状況

○ 18年６月末現在で、全ての市町村に聞き取り調査を行った結果、既に個人情報の提供方針を固めていると回
答した市町村が95％に達しているところ。

（別添資料２）

22％ 19％ 42％ 12％ 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

既に共有化し
ている市町村

共有化はしてい
ないが、現状で
提供可能として
いる市町村

今後、農業者の
同意を得て提供
するとしている
市町村

条例に基づき
審査会等での
審査を経て提
供するとして
いる市町村

その他

９５％
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